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環境検討委員会と各検討会

設楽ダム環境検討
委員会

ダム建設に伴うダム
周辺及びダム下流の
自然環境に及ぼす環
境影響に関して、環境
保全措置等低減策の
検討について、指導・
助言及びその実施状
況の監視を行う。

－Ｈ２０．１２設置－

○各専門組織から検討内
容について報告を受け、そ
れについて意見交換を行
う。
○各専門組織で対象とし
ていない種については「環
境検討委員会」で上記の
役割を行う。

設楽ダム猛禽類
検討会

クマタカ等の希少な
猛禽類に関する環境
保全措置等低減策
の検討について、指
導・助言及びその実
施状況の監視を行う。

－Ｈ１５．７設置－

設楽ダム魚類
検討会

ネコギギ等希少な
魚類に関する環境
保全措置等低減策
の検討について、指
導・助言及びその実
施状況の監視を行う。

－Ｈ１５．６設置－

設楽ダム湿地管理検討委員会

重要な種の移植先等として、整備を計画し
ている湿地について、維持管理の主体や維
持管理方法の検討について、指導・助言及
びその実施状況の監視を行う。

－Ｈ２０．７設置－

設楽ダム湿地整備・管理方針ガイドライン
の作成をもって（一時）休止し、維持管理組
織の立ち上げを目指す。（Ｈ２７．３）

設楽ダム湿地整備検討会

設楽ダム建設事業により影響を受ける貴
重種に対しての環境保全措置として、「湿地
環境の整備」に関わる動植物の生態等の
面を踏まえた整備計画、現地の整備方法に
ついて、指導・助言及びその実施状況の監
視を行う。

－Ｈ２１．９設置－
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環境検討委員会の経緯

※第7回環境検討委員会、第35回魚類検討会、第5回湿地整備検討会は平成28年度中に予定しているもの。

年度 H5 H8 H11 H14 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

工
事
工
程

環
境
保
全

対
策
の
検
討

環
境
調
査
の
実
施
状
況

委
員
会
等
の
実
施
状
況

保全対策の検討・実施

工事中のモニタリング

事後調査

猛禽類検討会
第1～
2回

第1～
3回

第4～
6回

湿地整備検討会

環境検討委員会

フォローアッ
プ調査

河川水辺の国
勢調査

湿地管理検討委員会

基礎掘削 堤体打設事業検証期間 転流工 試験湛水 供用開始

環境影響評価

環境影響評価

技術検討委員会

第7～
11回

第12～
13回

第14～
16回

第17～
20回

第21～
22回

第23～
24回

第25～
26回

第27～
28回

第29～
33回

第3～
5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第1回

第2回

第3回

第4回

第1回

第2回

第3回

第4回
第5回

付替道路

魚類検討会

県への報告

モニタリング部会 フォローアップ委員会

各種自然環境調査の実施

第16回

第7回※

第6回

第35回※

第34回

第5回※
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今年度予定している環境検討委員会の議事内容

今年度の予定 主な議事内容

第６回（今回）

H28.12.12

◆事後調査報告書について

第７回（次回）

H29.2～3予定

◆環境保全措置等の実施状況

◆各検討会の報告

◆工事対応方針及び調査結果



項目 指摘 対応

陸産貝類に
ついて

陸産貝類について、
三河地方は有名な場
所で多様な陸産貝類
が生息していると
聞いたことがある。
陸産貝類に対する配
慮についても検討が
必要なのではないか。

本地域の陸産貝類の専門家に意見を頂いた。
その意見と対応は以下のとおりである。

【専門家の意見】
・確認されている重要な種の中には、特別に地域の固有種という
ものは含まれていない。

【専門家の意見】
・陸産貝類の分類については、従来の中心であった殻形態や生殖
器分類に加え、近年では遺伝子解析による分類が行われるよう
になり、新たな知見が出されている。
今後、現地調査により確認種リストを更新する場合には、その
時点における最新の知見を可能な限り収集し、分類体系、和
名・学名の統一や更新を行う必要がある。

【専門家の意見】
・スカシベッコウ、ハクサンベッコウ属の一種、ヒゼンキビ、ハ
チジョウヒメベッコウは、愛知県内でも確認例が少なく新知見
のでる可能性もあるので、今後、現地調査により生貝が確認さ
れた場合は、DNAが抽出できるように軟体部の標本を液浸によ
り保存し、その他の重要種についても液浸や殻標本で保存し、
同定の学術的根拠を確保することが望ましい。
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環境検討委員会の経過（前回までの主な指摘と対応）
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上：既往の移植実験の手法

・既往の移植実験では、生育基盤となる植物毎移植を行い、着生葉の食害等により移植個体が減少していた。
・今後、他事例を参考に、カビゴケが着生した枝や幹等を伐採し、谷部の樹林内など湿度の高い場所に積み上げ、

周辺に定着させる。
・移植後は、積み上げた枝や幹等での着生状況及び周辺への拡散の状況を確認する。

山鳥坂ダム工事事務所ホームページより抜粋

右：移植種法の改良案

項目 指摘 対応

カ ビ ゴ
ケにつ
いて

カビゴケが付着した葉が落ちればカビゴケ
が消失したという扱いになってしまうため、評
価に留意する必要がある。

カビゴケのモニタリング手法や留意事項について事例等を
参考に検討を行う。他ダム事例を参考にした、移植手法の改
良案は以下の通りであり、本移植の際に取り入れていく。

環境検討委員会の経過（前回までの主な指摘と対応）



項目 指摘 対応

根株の利用について ・埋土種子を含んだ根株を表土と併せ
て撒き出すことにより、早期の樹林再
生が期待できる。

緑化材としての根株の利用について事例等を
参考に今後検討を行う。

ダム湖出現による流
水性生物の移動阻害
について

・流水性生物のダム湖出現による流入
支川間の移動阻害について、事後比
較が出来るように、供用前に流水性生
物のサンプリングを行う必要がある。

移動阻害に伴う流水性生物の多様性低下の
検証のため、カジカ、トウカイナガレホトケドジョ
ウを対象にDNAサンプリングの実施について、
設楽ダム魚類検討会において検討を行う。

外来種対策について ・ダム湖利用の検討にあたり、外来種対
策について、供用前に議論しておく必
要がある。

他のダムで実際に行われている外来種対策
とその特徴を収集・整理し、設楽ダムでの適用
について今後検討する。
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環境検討委員会の経過（前回までの主な指摘と対応）


